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運動器機能向上加算廃止に伴う対応について（通知） 

 

 日頃から本市の介護保険行政の運営にあたり、御理解と御協力をいただき、誠にあ

りがとうございます。 

さて、令和６年度介護報酬改定において、通所介護相当サービスの運動器機能向上

サービスが基本報酬に包括化され、運動器機能向上加算は廃止となりました。 

つきましては、運動器機能向上サービス実施についての留意点について、現時点で

の静岡市としての考えを下記 QA のとおり整理しましたので通知いたします。 

なお、QAの内容については、あくまで静岡市としての見解ですので他保険者とは見

解が違う場合があります。 

また、この通知以降の国等からの通知により、留意点の内容が変わる場合がありま

すのでご了承ください。 

 

Q１ 運動器機能向上加算の要件であった利用者ごとの運動器機能向上計画を作成す

る必要があるか。また、アセスメント、モニタリング、体力測定の実施の必要があ

るか。 

 

A１ 運動機器向上計画の作成については任意とする。ただし、作成しない場合には

通所介護相当サービス計画に、運動器機能向上サービスの内容を記載すること。ま

た、アセスメントとモニタリングについては定期的に実施し、体力測定については

必要に応じて実施すること。 

 

参考（介護保険法施行規則第 140 条の 63の２第１項第１号に規定する厚生労働大臣

が定める基準の制定に伴う実施上の留意事項について（令和３年３月 19日老認発

0319 第３号）） 

３ 通所型サービス費 

（１）通所型サービスの意義について 



指定相当通所型サービスの基本報酬においては、入浴介助及び運動器機能向上サー

ビスの実施に係る費用が包括評価されているところであり、指定相当通所型サービ

スは、基準告示第 47 条に定めるとおり、その利用者が可能な限りその居宅におい

て、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能

訓練を行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生

活機能の維持又は向上を目指すものであることを踏まえ、サービスの実施に当たっ

ては以下の点に留意すること。 

①（略） 

②運動器機能向上サービス（利用者の運動器の機能向上を目的として個別に実施さ

れる機能訓練であって、利用者の心身の状態の維持または向上に資すると認められ

るものをいう。）は、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士、作業療法

士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はき

ゅう師（はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、

看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員

を配置した事業所で６月以上勤務し、かつ、機能訓練指導に従事した経験を有する

者に限る。）を１名以上配置し、国内外の文献等において介護予防の観点から有効性

が確認されている手法等を用いて行うこと。 
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